
議案第２５号 

 

   市道路線の廃止について 

 

下記の市道路線を廃止するため、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０

条第３項の規定により、市議会の議決を求める。 

  平成２２年９月３日提出 

市川市長  大 久 保  博    

 

記 

 

 

起  点 整 理 

番 号 
路 線 名 

終  点 

延 長 

（ｍ） 

幅 員 

（ｍ） 

市川南一丁目 1236 番地先 
１ 

５地区 

０５８号 市川南一丁目 1671 番地先 
235.39 

3.67～ 

8.00 

市川南一丁目 1671 番地先 
２ 

５地区 

０５９号 市川南一丁目 1671 番地先 
107.94 

4.45～ 

4.50 

 

 



理  由 

 

  市川駅南口地区第一種市街地再開発事業の完了により、市道路線としての

道路の形態及び機能がなくなったため廃道する必要がある。 

  これが、この議案を提出する理由である。 




